
様式第３号（第１３条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称         令和５年度第４回朝霞第十小学校学校運営協議会 

開 催 日 時          
令和６年２月２８日(水)               

午前９時４５分から午前１１時００分まで 

開 催 場 所          朝霞市立朝霞第十小学校 ２階 会議室 

出 席 者          
学校運営協議会委員 ９名 

事務局 １名（朝霞第十小学校教頭） 

会 議 内 容          

１ 開会 

２ あいさつ（会長・校長） 

３ 日程説明 

４ 学校評価について 

５ 令和６年度学校経営方針について 

６ 令和６年度学校運営協議会委員について 

７ 意見交換 

８ 閉会 

会 議 資 料          
会議資料 委員名簿 運営協議会規則 傍聴要領 

会 議 録 の        

 

作 成 方 針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 ■要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後〇か月 

会議録の確認方法 委員である校長による確認 

そ の 他 の          

 必 要 事 項          

 

 傍聴者  ０人 

 

 

 

 

 

 

 



  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）                             

１ 開会     

 

２ あいさつ 

・渡邊 美知子 会長 

・岩﨑 英雄 校長 

 

３ 日程説明  朝霞第十小学校 教頭 

 

４ 学校評価について 

  ○教職員自己評価、学力調査の結果を基に説明。 

  ・教職員の働き方、退勤時刻はどうなっているか。 

   →全体として、遅い時間の退勤は少なくなっている。市教委から施錠・解錠

時刻の指示が出ていることも大きい。 

  ・地震対応（避難所の設置、備蓄の体制）はできているか。 

   →地域対応班で対応することになる。備蓄の確認は、市で行っている。市が

学校を避難所として開放した場合は、学校も協力していく。 

  ・文部科学省が次期学習指導要領の改訂に合わせての案として、小学校の授業 

時間が４０分になることについて。今後どうなるか。 

   →現時点では案。今の時代に求められている形で進めていくことになる。 

 

５ 令和６年度学校経営方針について 

  ○資料を基に説明。 

   ・目指す学校像「豊かな学びで楽しさと笑顔あふれる朝霞十小」は継続。 

   ・コロナ禍前の活動を再検討（コロナ禍以前から在籍している教職員も少な

くなってきている）しながら進める。 

   ・新時代の教育の推進。タブレットは「調べる」以外にも活用できる。 

        よりよい活用法を作りだしていく。 

 

６ 令和６年度学校運営協議会委員について 

   ・本年度に引き続きお願いしたい。 

 

７ 意見交換・情報提供 

   ・２月１６日（金）に実施された「学校応援団の集い」の報告。 

   ・ステップアップ教室について。各学期５回の計１５回実施予定。 

支援者の数も確保できている状況。 

    

８ 閉会 

 

 


